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データやフォーマットの標準化に関する内外の先進的な取組について 

1. SOR（System of Registries） 

【概要】 

（1） SOR は、環境に関する様々なデータのメタデータのレジストリ群（登録簿）を統括する仕組み。 

（2） 元々EPA システム内部にあるデータのメタデータのレジストリから始まり、EPA で管理しているアプリケーション

やモデル、データのメタデータを管理する READ（the Registry for EPA Applications, Models and Datasets）に発

展した。その後、他の化学物質や設備などのレジストリ、環境の専門用語のレジストリなどが徐々に構築されて

いった。 

（3） その後、Environmental Information Exchange Network で XML スキーマを使用して、情報の交換が行える仕組み

も整備されている。 

（4） 管理、提供する情報はメタデータのみで、実際のデータはそれぞれのデータ管理主体で管理されている。 

（5） 主に省庁関係者、地方公共団体、Enterprise Architect へのリソースとして活用されることを想定している。 

（6） 環境プログラムの管理者などに環境データや専門用語を提供し理解を促進するねらいもある。 

（7） 目的 

①データの再利用、共有、統合、互換性の向上 ⑤政府 IT 予算削減への対応 

②メタデータの収集と蓄積   ⑥Federal Enterprise Architecture への対応 

③メタデータ開発の支援   ⑦重複したシステム開発の削減 

④メタデータの品質と一貫性の改善  ⑧EPA 情報システムに対する様々な要求への対応 

  ※セマンティック Web へ向けての整備でもある。 

（8） SOR が管理するレジストリ群は、次ページの表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エンタープライズアーキテクト：大企業や政府機関などの業務手順や情報システムの標準化、組織の最適化を進め、効率よい組織の運営をする人） 

 

【データ提供者】 

・EPA 

・環境ｼｽﾃﾑ開発者 

・ｴﾝﾀー ﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 

など 

【利用者】 

・環境ｼｽﾃﾑ開発者 ・ｴﾝﾀｰﾌ ﾗ゚ｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 

・一般ﾕｰｻ  ゙

・ﾒﾀﾃﾞｰﾀ 

・管理情報 

登
録
（審
査
） 

SOR 

ﾒﾀﾃﾞｰﾀや管理情報、用語集の検索・閲覧 

・ﾒﾀﾃﾞー ﾀ 

・管理情報 

・ﾒﾀﾃﾞｰﾀ 

・管理情報 

・用語集 

各ﾚｼﾞｽﾄﾘが化学物質や GIS ﾃﾞｰﾀ等のﾒﾀﾃﾞｰﾀやｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ

や Web ｻｲﾄ等の管理情報を提供 

システム概要 
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【特徴】 

（1） 独自のデータ標準ではなく、ISO/IEC（ISO：国際標準化機構 IEC：国際電気標準会議）と連携して共同検討。 

（2） データ標準部の 8 人の専任者で運用。 

（3） レジストリの登録プロセスではルール化された人的審査プロセスを導入。 

（4） 検索機能 例）READ Search 

①検索条件は、キーワード、頭字語、リソースタイプ（Dataset,Model,System,Application）、組織、法令など。 

②検索結果は、PDF、WORD、Excel、HTML、XML 形式で出力可能。 

（5） 将来的に新データポータルサイトで、「EPA データ標準にダイレクトにアクセス」や「オンライン登録」などを計画中。 

（6） ゲートウェイとなる SOR を介して 8 つのレジストリ群からなる。 

表 1 SOR が管理するレジストリ群 

No レジストリ名 機能・特徴 登録データ数 

0 SOR 

(System of Registries) 

以下の EPA ﾚｼﾞｽﾄﾘへのｹﾞｰﾄｳｪｲ機能を提供。 

各ﾚｼﾞｽﾄﾘが管理するﾃﾞｰﾀ要素、ﾃﾞー ﾀ標準、化学物質等の物質、

ﾃﾞｰﾀ等の管理情報を提供。 

 

1 READ 

(Registry for EPA Applications 

and Database) 

EPA 内のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、Web ｻｲﾄ、DB、ﾃﾞｰﾀ等の管理情報を

提供。 

READ で管理するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑのﾃﾞー ﾀは EDR、SRS、TRS、

EIMS にﾘﾝｸ。 

55 組織 2500 ア

プリケーション

を対象 

2 EDR 

(Environmental Data Registry) 

ﾃﾞｰﾀ要素、XML ﾀｸﾞ、ﾊﾞﾘｭｰﾄﾞﾒｲﾝ(値域)を提供。 

ﾃﾞｰﾀ再利用、ﾃﾞｰﾀ標準(ﾃﾞー ﾀ仕様)開発を支援。 

10,000 データ標

準 

3 SRS 

(Substance Registry System) 

化学物質、生物学的有機体、物質的特性のﾒﾀﾃﾞｰﾀ(名称、学術用

語、各種情報ｼｽﾃﾑで管理されている物質との関係等)を提供 

8500 メタデータ 

4 TRS 

(Terminology Reference System) 

EPA で収集した環境用語、環境ｼｿｰﾗｽ、各種情報ｼｽﾃﾑ、規制、

州政府等での用語集を提供。 

11000 用語 

5 FRS (Facility Registry System) 環境に関連する設備、ｻｲﾄ等の管理情報を提供。  

6 EIMS 

(Environmental Information 

Management System) 

ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ、GIS ﾃﾞｰﾀ等の科学ﾃﾞｰﾀ、DB、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ等のﾒﾀﾃﾞー ﾀ

を提供。 

科学に関するﾄﾞｷｭﾒﾝﾄも提供。 

 

7 XMLR 

(XML Registry) 

連邦政府・州政府間の環境情報交換ﾈｯﾄﾜｰｸでのﾃﾞー ﾀ流通、情報

共有に関するXML ｽｷｰﾏ、名前空間、WSDL ﾌｧｲﾙ、XML ﾃﾞｰﾀ交換

ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄを提供。 

 

8 WR 

(Web Registry) 

EPA の Web 構築材料のﾒﾀﾃﾞー ﾀを提供。EPA の検索ｴﾝｼﾞﾝは WR

と連携し、より適切な検索結果を作成。 

 

 

【普及状況】 

（1） 現在までに、上記８つのレジストリ全てが公開され、運用されている。 

 

（2） 2008 年 8 月から 2009 年 3 月までに 4 回のリリースが実施、予定されており、各レジストリの拡張も行われて

いる。 
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（3） レジストリの利用については、各部局で予算取りをする際に、レジストリを使用しなければ予算が付かないよ

う、半強制的に使用されることが義務付けられている。その結果現在では、各部局や業者はシステム設計時に

まずレジストリを検索して標準的なデータ要素を探し出し、各システムにおいて利用するようになっていることか

ら、レジストリの利用率を上げていることが見受けられる。 

（4） また EPA だけでなく、環境分野に関連する機関、州等でもレジストリを利用することで、毎月数千件程度のデ

ータ要素のダウンロード数があるという報告もあることから、レジストリの普及も進んでいると見受けられる。 

 

出展： 

・ SOR HP http://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/sysofreg/home/overview/home.do 

・ LCDM 推進フォーラム総会・オープンセミナー「進展するデータ共有基盤整備の取り組み」 

・ EPA s System of Registries Presentations 

・ データ標準のレジストリ技術に関する米国調査, 平成 18 年 11 月, （財）日本建設情報総合センター 
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例）READ Search 

 

 

【検索画面】 
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【検索結果一覧画面】 

 

【検索結果詳細画面】 
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参考 HP）the National Environmental Information Exchange Network website 

http://www.exchangenetwork.net 

 

以下の５項目について、データ交換の場が設けられている。 

①Air：大気 ②Water：水 ③Natural Resources：天然資源 ④Health：健康 ⑤Waste：廃棄物 

 

 

共通のテンプレート（XML）を用いてインターネット上でデータ交換が可能。 
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2. INSPIRE（Infrastructure for Spatial Information in Europe） 

 

【概要】 

（1） EU 域内の地図・空間情報の統合・共有化を目指し、空間情報のための共通基盤を整理する EU の指令 

（2） 地域社会の環境政策や環境にインパクトを与える活動や政策に役立てるためという基本的な狙いがある。 

（3） 欧州委員会主導でトップダウンで標準化が推進され、標準への準拠とシステム整備を義務化している。 

（4） 背景としては、EU の場合、各国の様々空間情報を地理情報システムに載せたデータベースを構築するには、全

ての加盟国がデータの取り方を統一しないと、各種データを GIS 上に重ねることが容易ではなかった。例えば、ル

クセンブルクとドイツでは標高の基準点や算出方法の違いによって、山の標高に 2.3m のずれが発生していたり、

ドイツとスイスの国境のライン川に橋を建設した際に、橋の中間点で 27cm の高さのずれが生じていた。 

（5） このような問題を解決するために、空間情報の共通基盤を構築するための施行基準（Implementation Rules）を定

め、導入する計画。施行基準は以下の事項について定め、加盟各国で導入していく計画。 

 メタデータ 

 相互運用性のある空間データセットやサービス 

 GeoPortal を通じたネットワークサービス（検索、閲覧、ダウンロード、変換など） 

 加盟国間のデータやサービスのシェアリング 

 モニタリングや報告のための調整や評価 

 

【特徴】 

（1） これまでに整備が義務化されている空間情報が対象（環境情報公共アクセス指令）。 

（2） 公共機関のもつ地図・空間情報を統合したポータルを構築。 

（3） 基本的な情報は EU のインフラとして無料で開放する試み。 

（4） 農業や運輸等に貢献するとともに国境を越えた環境政策を立てやすくする狙いもある。 

（5） データの利用を妨げる様々な障壁（データの文書化の不徹底、法的・財政的な問題など）の除去にも取り組む。 

（6） 地理情報システムに盛り込むデータとして，行政単位，交通網，水系，自然保護地区，標高，土地台帳，衛星・航

空映像，建築物，土壌，地質，土地利用，環境汚染に起因した疾病の発生状況，遺伝子組換体の導入状況，行

政組織の所在地，鉱工業施設の所在，農業施設の所在，硝酸脆弱地帯や廃棄物処分場などの管理・規制地，災

害危険地域，大気汚染状況，気象データ，生態系区分，生息地・ビオトープ，動植物の分布などが上げられてい

る。 

（7） ターゲットユーザは、ポリシーメーカー、各国の中央から地方までの立案者やマネージャ、一般市民や各種団体を

想定。 

 

【普及状況】 

（1） 2007 年 3 月に EU 指令が出された。 

（2） 2007 年～2009 年は、移項フェーズで、国内法への移項や施行規則の準備を行っている。 

（3） 2009 年～2013 年は、実行フェーズ。 

（4） 2008 年から 2012 年までの間に、各施行基準（メタデータ整備に関するもの、モニタリングと報告に関するもの、デ

ータ交換に関するもの、座標変換サービスに関するもの等の施行基準）を段階的に導入していく予定。 

（5） 2010 年から 2019 年にかけて、各種データやサービスが段階的に公開されていく。 
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① 2010 年 5 月： 空間データに関するメタデータの公開、以降 2019 年までに段階的に公開。 

② 2010 年 11 月：ダウンロードサービス、座標変換サービスなどを開始 

③ INSPIRE でカバーする空間データは、34 主題（環境情報システムの構築に必要と考えられるデータ数） 

（6） ポータルサイト（INSPIRE Geoprtal）にてメタデータを検索可能。プロトタイプ版だが、Web 上からメタデータの作成

や登録が可能となっている。 

 

【特記事項】 

（1） 加盟各国から空間情報のエキスパートを結集し、国家横断的な協力 

（2） 2008 年のカンファレンスには 40 カ国から 340 人が参加 

 

出典： 

INSPRIRE： http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

INSPIRE Geoportal： http://www.inspire-geoportal.eu/ 

国立国会図書館： http://current.ndl.go.jp/node/5015 

EIC ネット： http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=10620 
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3. 地理情報標準プロファイル（Japan Profile for Geographic Information Standards） 

 

【概要】 

（１） 日本国内における地理情報の標準。 

（２） 地理情報の分野において、データの設計、品質、記述方法、仕様の書き方等を整理した標準。 

（３） 地理情報標準を定めた目的は、ＧＩＳの基盤となる空間データを異なるシステム間で相互利用する際の互換

性の確保のため。 

（４） 初版（Ver．1.0）は平成 17 年 1 月にリリース。現在は、JPGIS2.0 がリリースされている。 

 

【特徴】 

（１） 規定されている記載事項は、例えば、空間データの設計の考え方、その際に使うことができる部品、位置の

表し方、地名から場所を結びつける方法、空間データの品質の考え方、空間データを作成する際の仕様書

の作り方など、特に空間データの交換のためのルールが規定されている。 

（２） JPGIS が普及することで、特定システムに依存しないデータの整備が進み、データ作成やシステム構築のコ

ストが削減される。 

（３） 規格が標準化されることで、自治体や部署間での地図情報の交換、共有、統合などが容易になる。 

（４） JPGIS で整備されたデータをＧＩＳで利用する場合には、各々のシステムの内部形式に変換して使用するこ

ととなる。 

（５） 地理情報に関する規格に関しては、ISO191**シリーズと JIS X 71**シリーズで定められている規格を引用。 

（６） 情報交換のためのデータ要素及び交換形式－日付及び時刻の表記として、JIS X 0301 を引用。 

（７） 拡張可能なマーク付け言語（XML）として、JIS X 4159 を引用。 

（８） メタデータを記述する規格として JMP2.0（日本メタデータプロファイル Ver2.0）を採用 

 

【普及状況】 

（１） 「GIS アクションプログラム 2010」において、データを整備する際、原則として JPGIS に準拠する製品仕様書

を作成し、それに準拠しデータ整備することを、地理空間情報全般に係る施策として掲げられている。 

（２） 国土地理院が発行している数値地図などに順次適用されつつあります。 

（３） 地理情報を用いた仕様書の案の作成にも地理情報標準を考慮されております 

① 国土地理院：「大縮尺数値地形図データの作成に係わる仕様書記載事項、品質要件及び品質評価基準

（案）」 

② 国土地理院：「製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン(案)」 

③ 総務省：「３次元 GIS データガイドライン 第２版」（平成 15 年３月） 

④ 国土交通省道路局：道路台帳管理データ製品仕様書（素案） 

⑤ 「－公共測量－作業規定の準則（平成 20 年 3 月改定）」に、製品仕様等は JPGIS に準拠することが明記

された。 

 

出典：国土地理院 JPGIS(地理情報標準プロファイル)ホームページ 

      http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html 
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4, LCDM（Life Cycle Data Management） 

 

【概要】 

（1） 情報システムの構築において、製品の設計、生産工程、完成後の維持管理などを含めた対象物のライフサイクル全

体にわたるデータを共有したり、システムの連携の実現を目指す概念の総称。 

（2） さまざまなデータの仕様やそれらの仕様に基づいて作成されたデータを登録、更新、利活用する情報基盤を提供す

ることで、データの有効利用と情報化投資の効率化を目指す。 

（3） 現在の情報システムにおいては、個別業務の情報化が進み、各業務個別に情報システムが構築され、個別業務の

効率は最適化された。 

（4） しかし、個別情報システム間のデータの共有化やシステムの共有化は図られておらず、結果的に業務全体としての

最適化が図られていない。例えば、他の情報システムのデータが必要な場合は、そのデータを自システムへ取り込

む専用の変換プログラム等を構築しデータを取り込んでいた。この変換プログラムは、それぞれの情報システムで

データ毎に必要で、情報システム全体としては、非効率となっていた。 

（5） データが共有できない原因は、 

(ア) データの仕様がシステム毎に異なる 

(イ) データの仕様が公開されていない 

(ウ) そもそもどのようなデータがあるかわからない 

(エ) データの所在がわからない 

(オ) データの取得方法がシステム毎に異なる 

等があげられる。 

（6） 解決策として、「共通のデータ流通基盤」を構築することで、システム間や組織間でのデータ流通が円滑になり、業

務全体が最適化される。 

（7） 各情報システムでは、標準形式に沿ったアダプターを導入することで、異なるシステム間のデータをやり取りすること

が効率的に行えるようになる。 

 

【特徴】 

（1） データ項目レベルの標準化の推進。 

（2） システムの統合，連携の推進，業務改善の推進，マネジメントコストの縮減を実現。 

（3） 情報資産の再利用、適切な管理、IT投資コストの軽減を実現 

（4） メタデータの検索のみではなく、LCDMアダプターを通して、実データを異なるシステムで利用可能になる。 

（5） 将来的には、下図に示すようなデータ流通基盤の構築を目指している。 
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LCDMフォーラムが目指す LCDM流通基盤のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 データ流通基盤は「レジストリ」、「ポータル」、「アダプター」より構成 

・LCDM レジストリ・・・標準（データ仕様）の登録、閲覧、管理を行う。 

・LCDM ポータル・・・・データの仲介を行う。 

・LCDM アダプター・・・・個別システムのデータを提供する。 

 

 LCDM 流通基盤の導入効果 

①利用者（国民、研究機関・大学、国・自治体、受注企業等） 

・組織を超えての情報の入手・利用が容易に。 

・どのような情報がどこに存在するかを容易に知ることで、新たな情報を資料作成などの活用できる。 

②標準仕様開発者 

・既存の標準を容易に把握でき、新たな標準策定やシステム開発の際に有効利用できる。 

・作成した標準を登録することで、その標準に準拠したシステムの利用機会が増える。 

 

 

【利用者】 

・国民 

・研究機関・大学 

・国・自治体等 

LCDM レジストリ（データ仕様・管理情報の登録、閲覧、管理） 

LCDM 流通基盤 

LCDM ポータル（利用者にとって必要なデータを提供する窓口） 

LCDM アダプタ 

（データを標準形式に変更） 
LCDM アダプタ 

（データを標準形式に変更） 

LCDM アダプタ 

（データを標準形式に変更） 

国（地方整備局・事務所等） 自治体（都道府県、市町村） 電力・ガス会社等 

事業情報 

防災情報 

交通・気象情報等 

事業情報 

地質情報 

交通・気象情報等 

埋設物情報 

地質情報 

台帳情報等 
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【普及状況】 

情報の高度利用を日本の建設分野等で実現させるために LCDMフォーラムが設立。LCDM フォーラムは情報資源の流

通を実現するために流通基盤仕様を整備、確立し、海外諸団体・機関との連携を図ることによる、標準化の検討を行っ

ている。この１、2 年間に各所でメタデータレジストリが構築され、データ流通基盤は実証から実用の段階に移行しつつ

ある。 

データ流通基盤を通じて公共情報の公開・二次利用な事例として英国政府の The Power of Information があり、日

本においても流通基盤を通じた公共情報データの二次利用は今後進展していくようである。（英国だけでなく、オースト

ラリアなどの国々で利用が進められている） 

 

出典： LCDM フォーラム 

    http://www.lcdm-forum.jp/index.html 

 

 

 

 

 


